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障がいのこと もっと身近に障がいのこと もっと身近に ■■問合せ：障がい福祉課 ☎２０-３０２５問合せ：障がい福祉課 ☎２０-３０２５

　１２月３日の「国際障害者デー」から１２月９日までを障害者基本法で

「障害者週間」と定めています。

　障害者週間は、国民の間に広く障がい者の福祉について関心と理解を

深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の

活動に積極的に参加することを促進するため、設けられました。

障害者週間に合わせた企画展示

　昨年はイオンモール佐野新都市や市内の障がい者のサービス提供事業者の協

力のもと、パネル展示などを実施しました。

　今年もイオンモール佐野新都市において「障害者週間」の企画展示を実施し

ます。事業所ごとに特色のある展示をしています。お近くにお越しの際は、ぜ

ひ足を運んでみてください。

市内の主な相談窓口
　障がいのある方やご家族からの相談に対応するため、市内に２カ所の「基幹相談支

援事業所」を設置しています。身体障がい・知的障がいのある方やご家族からの相談

は「障がい者相談支援センターみどり」で、精神障がいのある方やご家族からの相談

は「相談支援事業所さの」で受け付けています。

　また、近年増加傾向にあると言われ、内閣府の調査では、１５歳から３９歳では約

５４万人、４０歳から６４歳では約６１万人に上ると推計されている「ひきこもり状態」

の方やご家族からの相談窓口もあります。詳しくは２３ページの相談ガイドをご覧い

ただき、自身や家族だけで考え過ぎず、まずは相談してください。

障がいを理由とする差別の解消を目指して

０１ ０２

レストランにて、車いすでの利用

を希望する人に対して、テーブル

備え付けのいすを片付けて、車い

すのまま利用できるスペースを確

保する。

難聴のため筆談によるコミュニ

ケーションを希望したが、弱視で

もあるため細いペンや小さな文字

では読みづらいとのことで、太い

ペンで大きな文字を書いて筆談を

行う。

　令和６年４月１日から、改正障害者差別解消法が施行され、事業者 ( 企業や団体、店舗だけではなく、個人事業主

やボランティア団体なども含む)による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が努力義務から義務に変更されます。

　合理的配慮とは、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」との意思表示があった場合に、その実施に

伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことです。

物理的環境への配慮 意思疎通への配慮
例
え
ば
・
・
・

合理的配慮の提供に

当たっては、障がいのある人

と事業者が対話を重ね、共に解決策

を検討していくことが重要です！

対応が難しい場合でも、お互いが

持っている情報や意見を伝え

合い、目的に応じて代わり

の手段を見つけていく必要

があります！

障がい者差別に関する相談窓

口の試行事業「つなぐ窓口」

がスタートします

▲

令和６年４月１日から

「合理的配慮」の提供が

義務化されます

▲
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差別解消に関するリーフレット の ダウンロードは二次元コードから
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・年末年始は大変混み合うため、ごみの持ち込みはなるべくこの期間を避けてください。

・「ごみ搬入届出証」を忘れずにお持ちください。

・「ごみ分別の手引き」などでよく確認し、分別して持ち込みください。

※１２月２９日 ㈮ ・３０日 ㈯ はごみの収集・受け入れ業務のみ扱います。

年末はみかもクリーンセンターへのごみ持ち込みの入口が変更になります

　変更期間：１２月２８日 ㈭ ～３０日 ㈯

　年末年始は収集時間がいつもとは異なる場合があります。

　収集日を「家庭ごみ収集カレンダー」で確認し、当日午前８時までに

決められたごみステーションに出してください。

ごみステーションへのごみ出しは午前８時までに

　年内の収集を希望する方は、１２月１９日 ㈫ までにお申し込みください。

※１２月２０日 ㈬ 以降にお申し込みの場合は、令和６年１月以降の収集になります。

▼  依頼できるもの：粗大ごみ・特定廃家電（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）

■■問合せ：環境政策課 ☎２３-８１５３問合せ：環境政策課 ☎２３-８１５３

 年末年始の

ごみ収集業務などのお知らせ

みかもクリーンセンター・葛生清掃センターへのごみの持ち込み

▼  年末年始の休業日

　ごみステーション収集・ごみの持ち込み：１２月３１日 ㈰ ～１月３日 ㈬ 

　し尿くみ取り：１２月３０日 ㈯ ～１月４日 ㈭

　　　　　　　　（佐野防疫社（緊急連絡先） ☎０９０-５５８８-８８６１、城南興業 ☎２２-１９９９）

　　　　　　　　１２月３０日 ㈯ ～１月８日 ㈪（柳営（緊急連絡先） ☎０９０-８７７３-９０３２）

戸別訪問収集の申し込みは１２月１９日まで

▲家庭ごみ収集

　カレンダー

▲年末年始の

　ごみ収集業務について


